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「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及

び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状

態の程度（平成 26年厚生労働省告示第 475号）について（通知）」の一部改正について 

 

 

平素は本会事業に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、日本医師会より標記について通知がありました。本通知は、今般、「児童福祉法第

六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の

規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」（平成

26 年厚生労働省告示第 475 号）の一部が改正され（令和４年４月１日より適用）、厚生労

働省より各都道府県等宛に別添の通知が発出された旨の連絡です。 

本改正は、近年の医学の進歩により、症状が顕在化する前に投与することで治療効果が

期待される薬剤が保険収載されている状況を踏まえ、症状が顕在化していない場合であっ

ても、一定の場合には、必要な治療を医療費助成の対象とするため、必要な措置を講じた

ものであり、告示の疾患群ごとに設けられた疾病の状態の程度の備考に、「疾病の状態の程

度に定める症状を呈していない者に対する治療（保険診療として行われるものに限る。）を

行う場合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測される者に対して行う治療として

保険適用されている場合は、疾病の状態の程度を満たすものとする。」と規定されました。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知賜りますとともに、貴会会

員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 
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